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この要領は、宗像市がスポーツ施設利用実態及び将来需要並びに老朽化対策等総合調査業

務委託の受注者をプロポーザル方式（以下、「プロポーザル」という。）により選定し、契約を行うた

めの必要な手続き等について定めるものとする。 

 

 

１． 業務の趣旨と目的 

本市のスポーツ施設について、供給開始から宗像市民体育館、宗像市玄海 B&G 海洋セ

ンター、宗像勤労者体育センター及び宗像市弓道場については 40年、アクアドームにつ

いては 30年を超過しており、現在老朽化が進行しているため、市民が安全・安心にこれ

らのスポーツ施設を利用するためには老朽化対策が必要な状況である。 

本市の社会環境は大きく変化しており、少子高齢化がさらに進むことや人口の減少が見

込まれていることから、市民一人当たりの公共施設の面積の削減の検討も必要な状況であ

る。 

本事業は、以上のような本市を取り巻く社会環境を踏まえた上で、スポーツや運動、防

災、健康づくり等に関する施策の着実な推進のために、スポーツ施設の利用実態や将来需

要等の現況の把握を行い、市民や関係団体の意見を踏まえつつ、本市のスポーツ施設の適

正規模及び効果的かつ実現可能な老朽化対策について取りまとめ、報告書の作成を行うも

のとする。 

なお、この老朽化対策については、現存施設の長寿命化や集約化、建替等の視点で、こ

れらの対策のメリットやデメリット等の比較・検討を行い、建替のうち移転建替について

は、文化スポーツ、防災、健康づくり、レクリエーション、これら４分野の機能集積地の

可能性について調査・検討を行うものとする。 

 

 

２． 業務概要 

（１） 業務名称 ： スポーツ施設利用実態及び将来需要並びに老朽化対策等総合調査業務 

  （２） 業務内容 ： 別紙「業務委託仕様書」のとおり 

  （３） 履行期間 ： 契約締結の翌日から令和７年３月 2１日（予定） 

  （４） 契約限度額 ： 12,000,000円（消費税及び地方消費税を含む） 

 

 

３． 参加資格要件 

    本プロポーザルに参加できる者は、次の要件を全て満たす者とする。 

  （１） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者。 

  （２） 会社法（平成１７年法律第８６号）に基づく清算の開始がなされていない者、破産法（平成

１６年法律第７５号）に基づく破産手続き開始の申立てがなされていない者、会社更生法
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（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続き開始の申立てがなされていない者又は民

事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者。 

  （３） 国税及び地方税を滞納していない者。 

  （４） 宗像市内の事業所を契約先とする場合、代表者個人（契約締結の権限を委任する場合は、

その受任者）が住所地の市町村税を滞納していない者。 

（５） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条に規定

する暴力団員でない者。 

（６） 法人であって、その役員が（５）に該当しない者。 

（７） 本市から、宗像市指名停止等の措置に関する規程に基づく指名停止の措置を受けていな

い者。 

  （８） 宗像市登録業者名簿に登録されている者。 

  （９） 本業務の遂行に必要な関連知識があり、事業を的確に遂行するに足る能力、組織、人員

等を有している者。 

（１０） 業務の実施にあたっては、技術士（都市及び地方計画）またはシビルコンサルティングマ

ネージャ（RCCM-都市及び地方計画）の資格を有する者を１人以上配置予定技術者とし

て選任すること。 

 

 

４． 参加表明書の作成及び記載上の留意事項 

  （１） 参加表明書の作成要領 

      参加表表明書の様式は、別添（様式１～５、A4判）に示すとおりとする。 

  （２） 参加表明書の作成及び記載上の留意事項 

     ① 業務管理責任者の資格及び実績（様式３） 

      １） 業務管理責任者の実績等（様式３）の内容に基づき、配置予定管理責任者の資格及

び実績を記載すること。 

      ２） 地域精通度に関する実績は最大５件とし、平成２６年度以降に契約履行が完了した宗

像市発注の法定計画（計画策定が努力義務の計画を含む）策定に関する業務を担当技

術者以上の職位として従事した実績とする。 

３） 同種又は類似業務の実績は最大４件とし、平成２６年度以降に契約履行が完了した以

下に該当する業務を担当技術者以上の職位として従事した実績とする。 

４） 同種業務は、5,000m2以上の市民が利用する体育館の基本構想策定業務とする。 

５） 類似業務は、市民が使用するスポーツ施設の基本構想策定業務とする。 

６） ２）、３）で記載した業務実績に対し、契約書の写し、規模が分かる資料（業務仕様書な

ど）及び記載した業務に携わった技術者の立場が分かる資料（業務計画書の該当部分

の写しなど）を提出すること。 

② 担当技術者の資格及び実績（様式４） 
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      １） 担当技術者の実績等（様式４）の内容に基づき、配置予定技術者の資格及び実績を

記載すること。 

      ２） 地域精通度に関する実績は最大５件とし、平成２６年度以降に契約履行が完了した宗

像市発注の法定計画（計画策定が努力義務の計画を含む）策定に関する業務を担当技

術者の職位として従事した実績とする。 

３） 同種又は類似業務の実績は最大５件とし、平成２６年度以降に契約履行が完了した以

下に該当する業務を担当技術者の職位として従事した実績とする。 

４） 同種業務は、5,000m2以上の市民が利用する体育館の基本構想策定業務とする。 

５） 類似業務は、市民が使用するスポーツ施設の基本構想策定業務とする。 

６） ２）、３）で記載した業務実績に対し、契約書の写し、規模が分かる資料（業務仕様書な

ど）及び記載した業務に携わった技術者の立場が分かる資料（業務計画書の該当部分

の写しなど）を提出すること。 

     ③ 協力事務所の名称等（様式５） 

        業務の一部を再委託する場合には、再委託先の名称、再委託する理由及び内容等を様

式に従い記載すること。（なお、当該事項がない場合は提出不要） 

 

 

５． 参加表明書の提出期限、提出場所及び提出方法 

  （１） 提出期限 ： 令和６年４月１５日（月）正午まで（必着） 

（２） 提出方法 ： 様式１～５（様式５は該当する場合のみ）を各 1部、持参又は郵送により提出

すること。なお、郵送時の事故等により、提出期限までに届かない場合、本市

はその責を負わない。 

  （３） 提出先 ： 「１５． 問い合わせ先」 に同じ 
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６． 参加表明書の評価基準 

参加表明書は以下に示す評価基準で評価し、合計点が１０点以上の者すべてに令和６年４月１

６日（火）までに技術提案書の提出依頼を通知する。ただし、合計点が１０点以上の者がいない場

合に、合計点が５点以上の者のうち上位５者に技術提案書の提出依頼を通知する。 

参加表明書の評価項目、判断基準、並びに評価ウェイトは以下のとおりである。 

 

 

  

評価項目 評価の着目点 判断基準 配点 

業
務
管
理
責
任
者 

資
格 技

術
者
資
格 

管理責任者の保

有資格 

当該分野における下記の資格を保有している場合に評

価する。 

①技術士【総合技術監理部門/都市及び地方計画】（３

点） 

②技術士【建設部門/都市及び地方計画】（２点） 

③RCCM【都市及び地方計画】（１点） 

最大 
３ 

技
術
力 

地
域
精
通
度 

過去１０年間の宗

像市発注の業務

実績 

管理責任者等の実績等（様式３）で記載のあった業務

実績について、宗像市発注の法定計画（計画策定が努

力義務の計画を含む）策定に関する業務を以下の立場

として受注した実績がある場合に１件あたり１点とし、最

大５件まで評価する。 

〇管理技術者又はこれに準ずる立場 

〇担当技術者又はこれに準ずる立場 

最大 
５ 

実
績 

過去１０年間の同

種又は類似業務

等の実績 

管理責任者の実績等（様式３）で記載のあった実績に

ついて、同種業務を１件あたり１点、類似業務を１件あた

り０．５点とし、最大４件まで評価とする。 

最大 
４ 

担
当
技
術
者 

資
格 技

術
者
資
格 

担当技術者の保

有資格 

当該分野における下記の資格を保有している場合に評

価する。 

①技術士【総合技術監理部門/都市及び地方計画】（３

点） 

②技術士【建設部門/都市及び地方計画】（２点） 

③RCCM【都市及び地方計画】（１点） 

最大 
３ 

技
術
力 地

域
精
通
度 

過去１０年間の宗

像市発注の業務

実績 

担当技術者の実績等（様式４）で記載のあった実績に

ついて、宗像市発注の法定計画（計画策定が努力義務

の計画を含む）策定に関する業務を以下の立場として

受注した実績がある場合に１件あたり１点とし、最大５件

まで評価する。 

〇担当技術者又はこれに準ずる立場 

最大 
５ 

実
績 

過去１０年間の同

種又は類似業務

等の実績 

担当技術者の実績等（様式４）で記載のあった実績に

ついて、同種業務を１件あたり１点、類似業務を１件あた

り０．５点とし、最大５件まで評価とする。 

最大 
５ 

合計（参加表明書） 25 



 6 / 11 

 

７． 技術提案書の作成及び記載上の留意事項 

  （１） 基本事項 

     プロポーサルは調査及び検討業務における具体的な取組方法について提案を求めるもので

あり、当該業務の具体的な内容や成果品の一部の作成や提出を求めるものではない。具体的

な作業は、契約後に技術提案書に記載された具体的な取組方法を反映しつつ、発注者が提

示する資料に基づいて発注者と協議のうえ開始することとする。本説明書において記載された

事項以外の内容を含む技術提案書又はこの書面及び別添の書式に示された条件に適合し

ない技術提案書については、提案を無効とする場合があるので、注意すること。 

 また、「３． 参加資格要件」の条件を満たさない者の提出した技術提案書は無効とする。 

  （２） 技術提案書の作成要領 

      技術提案書の様式は、様式６～８に示すとおりとする。 

  （３） 技術提案書の作成及び記載上の留意事項 

     ① 業務実施方針及び手法（様式７） 

提案者の基本的な考え方、業務の実施方針、取り組み体制、作業工程、業務実施上の配

慮事項等（「評価テーマに対する技術提案」に記述する内容を除く。）を A3判横１枚（文字

の大きさ１０ポイント以上）に記述すること。 

       なお、記載にあたっては、以下の事項に留意すること。 

      １） 記述は、文章での表現を原則とし、基本的な考え方を簡潔に記述すること。また、内容

は項目ごとに分類するなど、どの事項に属する内容なのかをわかりやすく表現すること。 

      ２） 技術提案書の提出者を特定することができる内容の記述（具体的な社名、人物名等）

を記載してはならない。 

 

     ② 評価テーマに対する技術提案（様式８） 

       下記に示す３つの評価テーマに対する提案を A3 判横 3 枚（文字の大きさ１０ポイント以

上）に具体的に記載する。各テーマのページ配分（1枚の中での配分）は自由とする。 

      ●評価テーマ① : 「スポーツ施設の利用実態調査についての提案」 

                     ・スポーツ施設の利用実態について調査を行うにあたり、効果的な分析

方策を提案すること。 

      ●評価テーマ② ： 「スポーツ施設の将来需要調査についての提案」 

                     ・スポーツ施設の将来需要について調査を行うにあたり、効果的な分析

方策を提案すること。                      

      ●評価テーマ③ ： 「スポーツ施設の適正規模及び効果的かつ実現可能な老朽化対策に

ついての提案」 

                     ・スポーツ施設の適正規模及び効果的かつ実現可能な老朽化対策につ

いて検討を行うにあたり、効果的な検討方策を提案すること。 

       なお、記載にあたっては、以下の事項に留意すること。 
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      １） 記述は文章での表現を原則とし、基本的な考え方を簡潔に記述すること。また、内容は

評価テーマごとに分類するなど、どの評価テーマに属する内容なのかをわかりやすく表

現すること。なお、視覚的表現以外に使用する文字の最小サイズは 10ポイントとする。 

      ２） 技術提案書の提出者を特定することができる内容の記述（具体的な社名、人物名等）

を記載してはならない。 

 

 

８． 技術提案書及び見積書の提出方法、提出先、提出期限 

（１） 提出期限 ： 令和６年５月７日（火）午後５時まで（必着） 

（２） 提出方法 ： 様式６～８を各 1部及び当該業務にかかる見積書１部（上記２の（４）の契約

限度額以下で見積もること。）を持参又は郵送により提出すること。なお、郵

送時の事故等により、提出期限までに届かない場合、本市はその責を負わな

い。 

  （３）提出場所 ： 「１５． 問い合わせ先」 に同じ 

 

 

９． プレゼンテーションの実施 

  提出された技術提案書の内容を審査するため、プレゼンテーションを実施する。プレゼンテーショ

ンは、技術提案書の内容説明及び質疑応答を行う。 

 （１） 実施日 ： 令和６年５月１６日（木）（予定） 

 （２） 実施場所 ： 宗像市役所  

 （３） 出席者数 ： １事業者につき３名までとする。 

（４） 所要時間 ： １事業者３０分程度とする。（内容説明 20分以内、質疑応答 10分程度） 

（５） 提案内容の説明 

       プレゼンテーションは、委託業務に実際に従事する主担当者が、提出された技術提案書を

もとに行うものとし、追加提案や追加資料の配布は認めない。なお、プレゼンテーションに使

用するプロジェクター及びスクリーンは本市が用意する。その他の必要な機器（パソコン等）

は、提案者が用意すること。 

   （６） その他 

       原則、プレゼンテーション実施の順番は、技術提案書の受付順とし、実施日時、実施場所、

その他の詳細については、別途書面にて提案者に通知する。 
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１０． 受注候補者を選定するための評価基準 

  技術提案書の評価項目、判断基準、並びに評価ウェイトは、以下のとおりである。 

評価項目 
評価の 
着目点 

判断基準 配点 

実施方針 
実施体制 
工程表 
その他 

業務の基本的な考え方、
コンセプト 

本市における課題、本業務の目的を理解し
た上で、本業務の実施における基本的な考
え方が適切に示されているか。 

10 

業務実施体制 
緊急時の対応も含め、本業務の実施に十
分な人員体制が組まれており、効率的・効
果的な役割分担が示されているか。 

5 

業務工程 
業務量を的確に把握し、工程計画が効率
的かつ実現可能であるか。 

5 

評
価
テ
ー
マ
に
対
す
る
技
術
提
案 

評
価
テ
ー
マ
① 

スポーツ施設の利用実
態調査 
①上位関連計画の整理 
②宗像市に関連する基
礎資料の収集・整理 
③宗像市のスポーツの
動向 
④近隣自治体の状況 

・提案された左記①～④の調査、分析方策
の内容がより具体的であり、業務委託仕様
書の内容との整合性があるか。 
・「宗像市のスポーツの動向」に係る調査
内容(特に民間施設の調査)は効果的かつ
実現可能であるか。 
・「近隣自治体の状況」に係る調査内容は
効果的かつ実現可能であるか 

25 

評
価
テ
ー
マ
② 

スポーツ施設の将来需
要調査 
①社会的動向 
②体育館等の施設に対
する市民のニーズ 
③体育館等の施設に対
する利用者のニーズ 
④体育館等の施設やこ
れらの整備に対する関係
団体の意見 

・提案された左記①～④の調査、分析方策
の内容がより具体的であり、業務委託仕様
書の内容との整合性があるか。 
・「体育館等の施設やこれらの整備に対す
る関係団体の意見」に係る調査内容は効
果的かつ実現可能のであるか。 

15 

評
価
テ
ー
マ
③ 

スポーツ施設の適正規
模及び効果的かつ実現
可能な老朽化対策 
①基本方針 

・スポーツ施設の適正規模の導き出し方
は、客観的な情報や事実、データ等を基に
した内容であるか。 
・老朽化対策の提案の過程において、現存
施設の長寿命化や集約化、建替等の視点
が含まれているか。 
・老朽化対策の提案の過程において、メリッ
トやデメリット等の比較検討の要素の内容
が具体的かつ効果的な内容であるか。 
・機能集積地の可能性の調査等について、
具体的かつ効果的な内容であるか。 
・基本方針について、専門的な知見や高度
の分析方法により、１つの結論を導き出す
内容であるか。 

40 

合計（企画提案書） １００ 
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価
格
点 

５点×（提案金額のうち最低価格/自社の提案価格） 

※小数点以下、切り捨て 提案上限額 12,000,000円（消費税及び地方消

費税を含む）上限を超えた場合は０点 

５ 

合計（価格点） ５ 

※ 「実施方針等」、「評価テーマ①、②、③に対する企画提案」のいずれかの評価が０点である場

合は、受注候補者に選定しない。 

 

 

１１． 審査方法等 

  （１） 参加表明書及び技術提案書にかかる審査は、「宗像市スポーツ施設利用実態及び将来

需要並びに老朽化対策等総合調査事業プロポーザル選考委員会」（以下、「選考委員会」

という。）において行う。 

  （２） 技術提案者の選定 

    １） 事務局において、「６．参加表明書の評価基準」に基づき提出された参加表明書の採点を

おこない、プロポーザル選考委員会において決定した合計点が１０点以上の者すべてに技

術提案書提出依頼を通知する。 

ただし、合計点が１０点以上の者がいない場合に、合計点が５点以上の者のうち上位５者

に技術提案書提出依頼を通知する。この場合に、選定の対象となる最下位順位の者で同

評価の提出者が複数存在する等の場合には５者を超えて選定するものとする。 

  （３） 受注候補者の選定 

    １） 選考委員会において、「９． 受注候補者を選定するための評価基準」に基づく各委員の

評価点（105 点満点（価格点５点分を含む。））に「６． 参加表明書の評価基準」に基づく

評価点（25点満点）を加えた、評価点の合計（130点満点）で評価する。 

委員ごとに最も評価点（130 点満点）の低い順位の者を順位点１点とし、その後順位が

１つ上がるごとに順位点１点を加算し、提案者ごとに単純集計し、順位点の合計点数により

評価順位を決定し、最上位者を受注候補者とする。 

また、順位点が並んだ場合は、委員長の順位が高い者を上位とする。 

なお、委員一人の順位点数の合計は変わらないものとし、委員一人の評価において同じ

評価点の者が複数存在する場合に、同じ評価点の者の順位点は、同じ評価点の者が存在

しなかった場合の順位点の平均点とする。 

         

    ２） 審査結果については、技術提案書提出者（以下「提案者」という。）に書面で通知する。 

        また、審査結果のうち次の①から④までの内容について宗像市ホームページで公表する。 

        ①候補者名  ②全参加者名  ③全参加者の総合順位点  ④提案金額 

    ３） 虚偽の記載があると判断された場合は失格とする。 

    ４） 委員会は非公開とし、審査内容及び審査経過についても公表しない。 
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１２． 受注候補者と契約締結に向けた協議 

  （1） 候補者と宗像市の間で、内容及び契約条件について再度調整を行った上で協議が整った

場合、契約を締結する。 

（２） 契約代金の支払いについては、仕様書に定めるとおりとする。 

（３） 特別な事情等により受注候補者と契約が締結できなかった場合は、次点者と契約に関す

る協議を行う。 

 （４） 受注候補者が契約締結日までに宗像市指名停止等の措置に関する規程に基づく指名停

止の措置が開始した場合は、契約を締結しない。この場合においても次点者を候補者とす

る。 

 

 

１３． 説明書の内容についての質問の受付及び回答 

 （１） 提出期限 

   ① 参加表明書及び仕様書に係る質問 ： 令和６年４月８日（月）正午まで（必着） 

   ② 技術提案書に係る質問 ： 令和６年４月２２日（月）正午まで（必着） 

 （２） 提出方法 

     質問書（様式９）を作成し、持参、郵送又は電子メールのいずれかの方法で提出すること。 

 （３） 提出先 

     「１５． 問い合わせ先」 に同じ 

 （４） 回答方法 

     質問に対する回答は原則として、次に示す日までに宗像市ホームページにて行うものとする。 

   ① 参加表明書及び仕様書に係る質問に対する回答 ： 令和６年４月９日（火） 

   ② 技術提案書に係る質問 ： 令和６年４月２３日（火） 

 

 

１４． その他の留意事項 

  （１） 提出期限までに提出がない場合や必要書類が揃っていない場合は、失格とする。 

  （２） 提出書類の作成及び提出に係る費用は、提案者の負担とする。 

  （３） 原則として、提出書類は返却しない。 

  （４） 提出書類に虚偽の記載が判明した場合には、提出された提案書を無効にするとともに、宗

像市指名停止等の措置に関する規定に基づく指名停止の措置を行うことがある。 

  （５） 提出された書類に関しては、本プロポーザル以外には提出者に無断で使用しない。 

  （６） 原則として、書類提出後の変更は認めない。 
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１５． 問い合わせ先 

  〒８１１－３４９２ 

  福岡県宗像市東郷一丁目１番１号  

宗像市役所 市民協働部 文化スポーツ課 スポーツ推進係 

担当 ： 福本、上田 

  TEL ： ０９４０－３６－１５４０   FAX ： ０９４０－３６－０２７０ 

  E-mail ： bunka-sports@city.munakata.lg.jp 

 


